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Q 住宅用火災警報器の設置場所は？ 

ぼく（わたし）の寝室にも、住宅用火災警報器を設置しよう！ 

住宅用火災警報器の設置義務化から１０年が経過しました。義務化（設

置）当時、お父さんお母さんと一緒に寝ていた、ぼく（わたし）も自分の

部屋で寝るようになると、住宅用火災警報器の増設が必要です。 

また、設置から１０年を経過すると、機器本体の交換も必要になります。 

この機会に家庭の防火や防災について、家族で話し合ってみましょう。 

住宅用火災警報器は、基本的には寝室と寝室がある階の階段上部（１階の階段は除く。）に設置

することが必要です。 

Q お手入れは必要なの？ 

正しく設置して、

設置済みシール

をもらおう！ 

「いざ！」というときに住宅用火災警報器がきちんと作動するように、日ごろからお手入れや

点検をしましょう。 

機器本体の交換が必要です。買い替えの場合

は、連動型をおすすめしています。 

連動型は、火災を感知した住宅用火災警報器

だけでなく、連動設定を行っているすべての

住宅用火災警報器から警報を発します。 

Q 設置から１０年以上経過したら？ 

定期的にお手入れをしましょう。 

住宅用火災警報器はホコリが入ると

誤作動を起こす場合があります。 

定期的にお掃除を行いましょう。 

お掃除の方法は、機種によって違いま

すので取扱説明書を確認して下さい。 

問い合わせは、こちらへ 

 大館市消防本部予防課 

電話４３－４１５１ 
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●寝室が１階のみ 

寝室（１階）に必

要 

●寝室が２階のみ 

寝室（２階）と寝室がある階（２

階）の階段上部に必要 

●寝室が１階、２階 

寝室（１階・２階）と寝室が

ある階（２階）の階段上部に

必要 


